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区のおしらせ

令和4年（2022年）4月15日

　退職等で厚生年金の資格を喪失した20歳以上60歳未満の退職者本人及び被扶養の配偶者は、国民年金の加入が必要です。
届出窓口／国保・年金課国民年金係、総合支所くみん窓口・出張所、世田谷年金事務所（世田谷1-30-12）※
※世田谷年金事務所は、二子玉川から、業務内容により2か所に分かれて移転しました。
問 国保・年金課 ☎5432-2356 FAX5432-3051、世田谷年金事務所 ☎6805-6367 FAX6805-6368

国民年金の加入届を
お忘れなく

「けやきネット」利用者端末機の連休中の
ご利用について

　障害や発達上の特性があるお子さんの就学相談 　4年度 就学援助費のお知らせ

4年度環境サポーター

　せたがやクリーンアップ作戦に参加しませんか

NPO・市民活動の「専門相談」（予約制）

高齢者・障害のある方のためのサービスを
ご利用下さい

内容／学用品費の一部支給、給食費の免除等
対 区内在住で国公立小・中学校に通う子どものいる家庭（所得制限あり）
備 申請時期により支給金額等が異なる場合がありますので、お早めに申請し
て下さい。必要書類や申込方法等、詳しくは区のホームページをご覧下さい。

　4月25日～ 5月8日は、下記のとおり利用できない日や利用時間
が変更になる日があります。

備 詳しくは、施設内の掲示物やけやきネットのホームページをご覧下さい。

■利用できない施設

■利用時間が変更になる施設

対 5年4月に①小学校または②中学校に入学予定のお子さん
受付締切／①10月末②6月末
備 お子さんの様子を詳しく確認しますので、なるべく電話でお申し込み下さい。

　プラスチックごみによる海洋汚染の改善や環境美化のため、区内の清掃に参加
しませんか。
日 5月28日㈯～ 6月5日㈰から清掃日時を選択
場 道路、駅前広場、河川敷等から選択
備 希望者にはごみ袋の支給、トング・ビブス等の貸与あり。

　4月から弁護士や税理士、社会保険労務士による専門相談を新たに開始しました。
対 区内で活動するNPO法人や市民活動団体、個人
相談分野／法務、会計・税務、労務
相談時間／ 1回50分
相談窓口／（社福）世田谷ボランティア協会（下馬2-20-14 ☎5712-5101
FAX 3410-3811 npo-sp@otagaisama.or.jp）
担当＝市民活動推進課

1寝具乾燥サービス
内容／乾燥・消毒年10回、水洗い年2回。事業者が寝具を取りに伺い、乾燥消毒後
当日中（水洗いは翌日）に返却

2訪問理美容サービス
内容／理美容師が家庭で行う訪問理美容サービス。利用券を年間6枚まで支給

問 地域行政課 ☎5432-2251 FAX 5432-3068、けやきネットサー
ビスセンター ☎5430-0172

問 環境サポーター事務局（NPO法人ビーグッドカフェ内）
☎6413-8801 FAX 6368-6410

問学務課 ☎5432-2686 FAX 5432-3029（6月20日から FAX 5432-
3028）

申 電話で教育相談・支援課（☎6453-1514 FAX 6453-1534）へ
※平日日中に電話が難しい等の方は オンライン手続き可。

申 5月13日（消印）までに、 オンライン手続き、または参加申込書（環境保
全課、まちづくりセンターにあり）をファクシミリ、郵送、または持参で環境
保全課（〒158-0094 玉川1-20-1 ☎6432-7129 FAX6432-7981）へ

申 電話、ファクシミリまたはメールで（社福）世田谷ボランティア協会（前記☎ ・
FAX ・ 参照）へ

玉川台区民センター、粕谷区民センター、
上北沢区民センター、池尻地区会館、
経堂地区会館、上北沢地区会館

4月25日㈪

寺町通り区民集会所 4月28日㈭
深沢区民センター、鎌田区民センター、
千歳温水プール 5月2日㈪

世田谷総合支所
4月29日㈷、
5月1日㈰・
5日㈷・8日㈰

烏山総合支所 4月29日㈷、
5月1日㈰・
3日㈷～5日㈷・
8日㈰フェリーチェ

文化生活情報センター（キャロットタワー） 4月25日㈪、
5月2日㈪

桜丘区民センター、弦巻区民センター、
上馬地区会館

4月25日㈪
午前9時～午後5時

三軒茶屋分庁舎（三茶しゃれなあどホール） 4月27日㈬
午前9時～午後5時

太子堂区民センター、代田区民センター、
烏山区民センター

5月2日㈪
午前9時～午後5時

共
通
事
項

対 ₁区内在住で寝たきり等身体的条件・住宅環境等により寝具を干すことが困
難な次の①②いずれかの方（介護保険施設、グループホーム、養護老人ホーム
等の入居者を除く）
₂区内在住で寝たきり等身体的条件から理美容店に行くことが困難な次の①②
いずれかの方
①65歳以上で介護保険の要介護3 ～ 5の方②身体障害者手帳1・2級または愛
の手帳1・2度の方
利用者負担金／₂1回1000円
申総合支所保健福祉課へ ※①の方はあんしんすこやかセンターでも可。
問①高齢福祉課☎5432-2407 FAX5432-3085
②障害施策推進課☎5432-2413 FAX5432-3021

発熱や咳
せき

・痰
たん

、全身のだるさなどの症状がある方は、まずは「かかりつけ医」に
電話でご相談下さい。

■療養期間終了後も何らかの症状が残っている方はご相談下さい
　（「コロナの後遺症について」とお申し出下さい）。

※PCR検査等で陽性と診断されてから1〜2か月以上経過した方は、東京
都が設置する相談窓口もご利用いただけます（下記二次元コード参照）。

世田谷区コロナ後遺症相談窓口
☎5432-2910（平日午前8時30分〜午後5時15分）

新型コロナウイルス感染症に関する相談

東京都発熱相談センター 症状のご相談＝☎5320-4592　☎6258-5780（いずれも24時間・多言語対応）
医療機関案内専用＝☎6630-3710（24時間）
FAX5388-1396（電話での相談が難しい方）

東京都新型コロナ・オミクロン株コールセンター（毎日午前9時〜午後10時・多言語対応）
☎0570-550-571 FAX5388-1396（電話での相談が難しい方）

■「かかりつけ医」がいない、相談する医療機関に迷う等の場合

■症状はないが不安に思う方、その他新型コロナウイルス感染症に関するご相談

世田谷区発熱相談センター  ☎5432-2910 （平日午前8時30分〜午後5時15分）

世田谷区新型コロナウイルス相談窓口 ☎5432-2111 FAX 5432-3022
（平日午前8時30分〜午後5時15分）

　深刻化する気候危機の状況を踏まえ、区立小学校における出前授
業の講師などに携わるボランティア（環境サポーター）を募集します。
対 大学生等の若者世代の方
活動時期／ 6月～ 5年3月　募集人数／ 10人程度
備 4月28日㈭午後7時～8時に環境サポーター募集説明会をオンラ
インで開催。詳しくは、区のホームページをご覧下さい。
担当＝環境・エネルギー施策推進課

新型コロナウイルス感染症に関することに
ついて詳しくはこちら


